
○生駒市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

 生駒市立幼稚園規則(昭和46年2月生駒市教育委員会規則第1号)新旧対照表 
現行 改正案 

(学級の幼児数) (学級の幼児数) 
第2条 学級の幼児数は、35人以下を原則とする。 第2条 学級の幼児数は、30人以下を原則とする。 
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